
○久喜市通勤通学者特急券等購入費補助金交付要綱 

令和６年３月２８日 

告示第１３９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市への移住及び定住を促進し人口の流出を抑制するた

め、東武鉄道株式会社の運行する特別急行列車又は座席指定制列車（次条及び

第４条において「特急列車等」という。）を通勤又は通学のために利用する者

に対し、予算の範囲内において、特急券等の購入に要する費用の一部を補助す

ることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、久喜市補助金等の交付に関する規則（平成２２年

久喜市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示

の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において「通勤」とは、就業のために勤務先と住居との間を往

復することをいう。 

２ この告示において「通学」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に

規定する学校と住居との間を往復することをいう。 

３ この告示において「特急券等」とは、久喜駅又は南栗橋駅を発着する特急列

車等の利用に際し、東武鉄道株式会社が発行する特別急行券又は座席指定券を

いう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号の全ての要件を満たすものとする。 

（１） 令和４年９月１日以降に本市に転入している者であること。 

（２） 第７条第１項の規定による補助金の交付申請及び第１０条第１項の規

定による実績報告をする時点において、本市の住民基本台帳に記録されてい



る者であること。 

（３） 本市への転入に当たり、新たに市内の住宅を購入した者（以下この号

及び第７条において「住宅購入者」という。）又は住宅購入者と同一の世帯

を構成する者であること。 

（４） 補助対象者及び同一の世帯を構成する者が、市税、保険料、徴収金等

を滞納していない者であること。 

（５） 補助対象者及び同一の世帯を構成する者が、久喜市暴力団排除条例

（平成２５年久喜市条例第１６号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同

条例第３条第２項に規定する暴力団関係者でないこと。 

（補助対象の経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が通勤又は通学のために

利用する特急列車等に係る特急券等の購入費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、特急券等の購入費に２分の１を乗じて得た額とし、会計

年度ごとに１２０，０００円を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付の回数等） 

第６条 補助金は、一の会計年度につき１回の交付とし、補助対象者１人につき

３回を限度とする。 

（交付申請書の様式等） 

第７条 規則第６条第１項の申請書の様式は、通勤通学者特急券等購入費補助金

交付申請書（様式第１号）のとおりとする。 

２ 規則第６条第２項第３号に規定する市長が定める事項に係る書類は、次のと

おりとする。 

（１） 就労状況証明書（様式第２号。通勤する者に限る。） 



（２） 在学を証する書類の写し（通学する者に限る。） 

（３） 住宅を購入したことが確認できる書類の写し 

（交付決定通知書の様式等） 

第８条 規則第９条第１項の通知書の様式は、通勤通学者特急券等購入費補助金

交付決定通知書（様式第３号）のとおりとする。 

２ 規則第９条第２項の規定による通知は、通勤通学者特急券等購入費補助金不

交付決定通知書（様式第４号）によるものとする。 

（変更等承認申請書の様式等） 

第９条 規則第１１条第１項の申請書の様式は、通勤通学者特急券等購入費補助

金交付変更等承認申請書（様式第５号）のとおりとする。 

２ 規則第１１条第３項の規定により、補助金の交付決定を変更したときは、通

勤通学者特急券等購入費補助金交付決定変更通知書（様式第６号）により補助

対象者に通知するものとする。 

（実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条の報告書の様式は、通勤通学者特急券等購入費補助金実

績報告書（様式第７号）のとおりとする。 

２ 前項の報告書には、次の各号のいずれかの写しを添付するものとする。 

（１） 特急券 

（２） 特急券の領収書 

（３） 前２号に掲げるものにより確認できない場合は、特急券の購入日及び

購入額が確認できるもの 

３ 第１項に規定する実績報告書の提出期限は、当該補助金の交付対象となる会

計年度の終了（年度途中の廃止を含む。）後１５日以内とする。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 規則第１４条の規定による通知は、通勤通学者特急券等購入費補助金

額確定通知書（様式第８号）によるものとする。 



（補助金の請求） 

第１２条 補助対象者は、前条に規定する通知を受けたときは、通勤通学者特急

券等購入費補助金請求書（様式第９号）により市長に補助金の交付を請求する

ものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 規則第１７条第１項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消し

たときは、通勤通学者特急券等購入費補助金交付決定取消通知書（様式第１０

号）により通知するものとする。 

２ 規則第１７条第１項の規定により補助金等の交付決定を取り消した場合であ

っても、第６条第２項に規定する補助金の交付回数として算定する。 

３ 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、申請

者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。 

（補助金の返還命令） 

第１４条 規則第１８条第１項の規定による補助金の返還命令は、通勤通学者特

急券等購入費補助金返還命令書（様式第１１号）によるものとする。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和１６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でに交付決定した補助金については、この告示の規定は、同日後も、なおその

効力を有する。 

附 則（令和７年６月１９日告示第２６７号） 



この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則（令和７年１２月１０日告示第４７８号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


